
一
頁

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
中
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
平

成
三
十
三
年
度
」
を
「
令
和
十
三
年
度
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

２

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
二
項
の
表
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
三
年
三

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部

月
三
十
一
日

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
号
ホ

の
相
談
に
関
す

(1)



二
頁

る
こ
と
。

附
則
第
二
条
第
二
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

令
和
十
三
年

一

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
（
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置

三
月
三
十
一

法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

日

。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
計
画
（
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振

興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
四
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

三

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の

連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

附
則
第
四
条
の
二
中
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

３

内
閣
府
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
二
項
の
表
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
の
項
を
削
る
。

附
則
第
四
条
の
二
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



三
頁

（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
四
条
の
二
の
三

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
は
、
第
四
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
附
則
第
二
条
第
二
項
の
表
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。



四
頁

理

由

原
子
力
発
電
施
設
等
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
、
産
業
基
盤
等
の
整
備
の
状
況
に
鑑
み
、
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
整
備
に
必

要
な
特
別
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
を
令
和
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
十
年
間
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


